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次第

１ ． 静岡市感染症予防計画の主な取組と 評価を踏ま えた対応

２ ． 特に総合的に予防対策を推進すべき 感染症対策における 取組と 評価を踏ま えた対応

３ ． 静岡市感染症対策協議会の今後の進め方
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１ ． 静岡市感染症予防計画の主な取組と 評価を踏ま えた対応

令和６ 年度の状況

 情報収集
①感染症発生動向調査（ 患者定点医療機関数）
（ 感染状況）
・ 全国的に流行し たイ ンフ ルエンザは、 本市においても 、

2024年12月末に１ 定点あたり の患者数が44.08人（ ピ ー
ク 時） と なり 、 2025年１ 月中旬ま で警報レ ベルが続いた。
その後減少し 、 2025年１ 月下旬には警報が解除、 現在
（ ２ 月23日時点） は、 2.68人と なっ ている 。

・ 昨年度大き く 流行し た新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症は、
2024年７ 月末に１ 定点あたり の患者数が13.12人（ ピ ーク
時） で警報レ ベルと なり 、 その後減少し たが、 12月末に
再び増加し た。 2025年１ 月中旬に減少し 、 現在（ ２ 月23
日時点） は注意報レ ベルで推移し ており 、 １ 定点あたり
の患者数は5.96人と なっている 。

＜今冬の年末年始期間における 感染症の流行と 医療機関の
状況について＞R7.1.9.救急医療体制協議会における 意見
・ 二次救急病院は病棟が非常にひっ 迫し 、 ど の病院も 満床

と なり 、 診察場所も ないため、 ス ト レ ッ チャ ーや救急車
内で診察する こ と も あっ た。

・ 二次救急病院から 、 転院先と なる 病院や施設への患者受
け入れがス ムーズに行われず、 ま た、 市内では転院先と
なる 病院の体制が十分でないため、 二次救急病院におい
て救急患者等を 受け入れる ための病床が十分に確保でき
ない状況が見受けら れた。

・ こ のため、 二次救急病院において救急車（ 救急患者） の
受け入れが困難な状況であっ た。

・ 在宅当番医では深夜２ 時頃ま で診察をし なければなら な
い事態と なり 、 ま た、 周辺道路での渋滞が発生し た。

 情報収集
①感染症発生動向調査（ 患者定点医療機関数）

情報
の
収集
・

分析
・

発信
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１ ． 静岡市感染症予防計画の主な取組と 評価を踏ま えた対応

評 価 と 対 応令和６ 年度の状況

 情報発信
①動画によ る 情報発信
（ 課題）
・ 市民に、 動画や市ホームページを活用し 情報発信し ている こ と が

あま り 伝わっておら ず、 プル型の情報発信だけでなく 、 必要な情
報を伝える 工夫が必要。

（ 対応）
・ Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ 等を 活用し たプッ シュ 型の情報発信を 行う と と も に、 動

画等によ り 情報発信し ている こ と を学校や各施設等に周知（ QR
コ ード 付き ス テッ カー掲示※、 学校向け依頼文） し ていく 。

②報道機関を 通じ た情報発信
（ 課題）
・ イ ンフ ル警報の状況や年末年始の感染対策など を 報道機関を 通じ

て広く 情報発信する よ う 情報提供を行っ たが、 こ れら の情報は既
に全国ニュ ース など でと り あげら れている こ と 、 静岡市特有の事
情ではないため、 新聞やＴ Ｖ など で報道さ れる こ と は少ない。

（ 対応）
・ 感染症の情報を 特に伝える 必要がある 学校や各施設など を通じ て、

直接情報を 伝える 方法に切り 替え、 リ アルタ イ ムで情報提供し た。
・ 必要な情報が市民に確実に届けら れる よ う 、 有効な手段を 今後も

検討し ていく 。

③市民への情報発信について
（ 課題）
・ 市民に対し 、 感染予防対策や適切な受診行動など の情報が十分に

伝ら なかっ た。
（ 対応）
・ ワ ク チン接種など の感染予防対策を感染症の流行期前から 呼びか

ける 。 ま た、 感染症の流行状況を 踏ま え、 適切な受診行動を 、 早
めに市ホームページなど を 通じ 広く 市民に周知する と と も に、 特
に学校や施設等を 通じ 、 子供や高齢者に対し て呼び掛けていく 。

 情報発信
①（ 新規） 動画によ る 感染症発生状況の発信
・ 感染症発生動向調査をま と める と と も に、 特にイ ンフ ルエ

ン ザやマイ コ プラ ズマ肺炎など 、 流行し ている 感染症の状
況、 流行地域、 感染対策など の情報を 動画や市ホームペー
ジで市民に分かり やすく 発信し た。

・ 令和６ 年８ 月から 毎週発信（ 31回）
今週の感染症予報のQRコ ード ☞

②報道機関を 通じ た情報発信
・ 報道機関を 通じ 広く 市民に情報発信する ため、 記者ク ラ ブ

へ感染症の状況や流行状況、 動画の配信状況について情報
提供を 行っ た。

・ 令和６ 年７ 月17日： コ ロ ナ注意報、 7月31日： コ ロ ナ警報、
10月31日： イ ンフル流行期、 12月20日： イ ンフ ル注意報、
12月27日： 年末年始の感染対策、 令和７ 年１ 月10日： イ
ン フ ル警報

③市民への情報発信
・ 2024年11月のイ ンフ ルエンザ流行期入り 以降、 毎週発信

する 動画で感染予防対策（ 手洗い、 咳エチケッ ト 、 ワ ク チ
ン 接種等） の情報を 発信し た。

・ 2024年12月末には、 イ ンフ ルエンザが大流行し 、 医療機
関がひっ 迫し ている 状況を 踏ま え、 適切な受診行動を 市民
に対し 、 動画で呼びかけた。

・ ま た、 市ホームページでも 、 夜間や休日の救急外来は緊急
性の高い患者を 受け入れる ためのも ので、 軽症患者が救急
外来を 受診する こ と で重症患者の対応に支障を き たすこ と
がある 旨を 伝えた。

情報
収集
・

分析
・

発信
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１ ． 静岡市感染症予防計画の主な取組と 評価を踏ま えた対応

QRコ ード 付き ス テッ カー

（ サン プル） Ａ ６ サイ ズ（ 予定）
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１ ． 静岡市感染症予防計画の主な取組と 評価を踏ま えた対応

（ 参考） 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症流行時の主な取組

〇コ ロ ナ対応に係る 医療機関と の会議等の実施 〇会議録の作成 〇ク ロ ノ ロ ジー他記録の整理 〇コ ロ ナ対応職員の確保
●市民から の健康相談、 発症時の受診可能医療機関の案内等の実施（ 相談セン タ ー開設） ●相談対応FAQの作成
△契約医療機関における 検査費等公費負担の実施： 令和２ 年４ 月～
△帰国者・ 接触者相談センタ ーの設置（ コ ロ ナ発生国から の帰国後や患者接触後等に発症し た市民から の相談受付） と 国

の症例定義合致者への帰国者接触者外来の紹介： 当初は保健所職員→令和２ 年４ 月から 委託によ り 実施
△PCRセンタ ー・ 帰国者接触者外来・ 保健所で採取し た検体の検査実施（ 市環境保健研究所）
△市環境保健研究所の検査処理能力超過分の検査を 民間検査会社へ委託： 令和２ 年５ 月～
△PCRセンタ ーの設置（ ド ラ イ ブス ルー方式： 令和２ 年５ 月～） △防護服の確保
△市医師会と 調整し 、 多く の診療所が休診と なる お盆や年末年始に発熱専門外来を 開設
▲患者への積極的疫学調査（ 行動歴、 接触者等の調査） 及び濃厚接触者への検査の実施
▲就業制限及び入院勧告の実施と 入院にかかる 医療費の公費負担
▲保健師等によ る 患者の健康観察の実施（ 基本は電話、 必要に応じ て訪問。 患者数増加に伴い携帯電話増設）
▲患者への聞き 取り 時間を 短縮する ため、 医師から 、 発生届と 同時に療養施設への収容可否、 感染者の容態、 ド ク タ ーサ

ポート 事業の利用確認や抗ウ イ ルス 薬適応の明確化等を 記載し たト リ アージチェ ッ ク シート の提出を依頼
▲自宅療養期間中の注意点等を ま と めたパンフ レ ッ ト を作成（ 医療機関で、 検査実施時に配布）
◇自宅から 医療機関等への搬送業務： 当初は保健所職員が実施→令和２ 年５ 月から は委託によ り 実施
◇ホテル等宿泊療養施設への患者搬送： 令和２ 年５ 月～（ ※令和２ 年５ 月に県が宿泊療養施設を 開設）
◇健康状態に不安がある 方に対し 、 パルス オキシメ ータ ーを 貸与
◆医療機関等と の情報共有、 病床確保状況の確認
◆二次救急医療機関でコ ロ ナ患者を 優先的に搬送する 輪番制での当番病院を 調整： 当初３ 病院→令和２ 年11月から ４ 病院
☆国・ 県等から の情報収集・ 整理、 情報提供 ☆コ ロ ナ対応に必要な医療機関と の連絡調整
☆感染者やク ラ ス タ ーに関する 情報の報道提供
☆コ ロ ナに関する 正し い知識及び感染症対策の周知啓発

流行初期
（ 発生１ 週間

～３ か月）
※終期の記載が
ないも のは流行
初期以降も 継続

〇総合調整
●相談業務
△検査・

発熱外来
▲疫学調査・

健康観察
◇移送・

食料配送
◆入院・

入所調整
☆情報分析・

発信業務
★ワ ク チン

接種事業
（ R3.5～）

▲ド ク タ ーサポート 事業（ かかり つけ医等がオンラ イ ンや電話で自宅等療養者に対し 健康観察を 実施） ： 令和３ 年４ 月～
▲発生届出後の保健所から 患者への第一報はショ ート メ ールを 利用： 令和４ 年１ 月頃～
▲臨時に雇用し た看護師における 電話での健康観察の実施： 令和４ 年６ 月頃～
◇自宅療養者に対し 、 県から 供給さ れた食料の配送： 初期は職員→令和４ 年４ 月から 委託によ り 実施
★（ 集団接種） ・ 会場、 人員等の確保 ・ 高齢者等移動費への助成（ タ ク シー） ・ 接種予約等に係る コ ールセン タ ー開設
★（ 個別接種） ・ 市医師会と 連携し 、 医療機関へのワ ク チン 供給量及び供給等方法の調整
★（ 広報活動） ・ 市ホーム ページ、 市⾧会見等によ る 報道機関への情報提供

流行初期以降
（ 発生３ か月

以降）
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１ ． 静岡市感染症予防計画の主な取組と 評価を踏ま えた対応

評 価 と 対 応令和６ 年度の状況項目

 保健所職員等の人材育成
①保健所職員向け感染症対策研修
（ 課題）
・ 感染症対応業務は患者対応だけではなく 、 医療機関と の調整、 情

報の収集・ 発信など 多岐にわたっ ている 。
・ 基礎的な業務内容だけでなく 感染症対策のフ ェ ーズや流れに沿っ

て具体的な対応方法を 習得する こ と が必要。
・ 新型コ ロ ナ対応を 経験し た職員が人事異動など 替わっ てし ま う た

め、 感染症対応に従事でき る 職員を 継続的に育成する 必要がある 。

（ 対応）
・ 今後は患者発生時を 想定し 、 国・ 県及び医療機関と の連絡調整や

搬送から 疫学調査ま での訓練を 実施し 、 知識の習得と 更なる 課題
の洗い出し を 行う 。

・ 新興感染症発生時は、 保健所職員だけでなく 、 他部署の職員など
も 感染症対応に従事する ため、 新型コ ロ ナ流行当時の対応状況を
参考に、 今後、 新興感染症発生時にやる べき こ と をリ ス ト 化し 、
対応マニュ アルやフ ロ ーを 作成する 。

・ 感染症対応に係る 職員の役割分担、 業務内容を 明確にし 、 継続的
に対応業務の確認作業、 研修等を 実施する こ と で、 新興感染症発
生時に速やかに対応でき る 体制づく り を 行う 。

 保健所職員等の人材育成
①保健所職員向け感染症対策研修
・ 感染症に係る 患者発生時の対応についての、 基礎

的な知識はあっ たが、 感染症発生時における 医療
機関と の情報連携、 防護服着脱、 患者搬送訓など
実践型の訓練に参加する こ と で、 具体的な対応方
法を 再確認でき た。

・ 特に、 患者対応訓練の一つと し て防護服の着脱訓
練では、 ウ イ ルス 等に汚染さ れない具体的な方法
を確認する こ と でよ り 知識を 深める こ と ができ た。
令和６ 年10月10日： 県藤枝総合庁舎等、 職員６ 名
参加

・ 感染症に係る 標準予防策及び感染症等についての
講義を 実施予定。
令和７ 年３ 月：
流行初期に業務にあたる 職員対象54名

市保健所
等の体制
整備・
人材育成
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１ ． 静岡市感染症予防計画の主な取組と 評価を踏ま えた対応

評 価 と 対 応令和６ 年度の状況項目

 予防接種業務
① HPVワ ク チン接種の状況
＜周知啓発＞
（ 評価）
・ 定期接種、 キャ ッ チアッ プ接種につい

て、 様々な広報媒体を 活用し 周知し た
こ と や、 キャ ッ チ期間終了に伴う 駆け
込み需要など によ り 、 接種対象者が減
少する 中、 昨年度を 上回る 接種率を 達
成する こ と ができ た。

（ 課題）
・ 様々な広報媒体において周知し ている

が、 特に定期接種対象者は、 自分で接
種の必要性を 判断する こ と が難し いと
思われる ため、 保護者を 含め、 子宮頸
がんの現状やワ ク チン接種の必要性に
ついて正し い情報を分かり やすく 伝え
る こ と が必要である 。

（ 対応）
・ 今後も 様々な広報媒体を 活用し 、 周知

啓発を 図る と と も に、 市立の小・ 中・
高等学校に加え、 私立の定期接種対象
者・ 保護者にも 子宮頸がん、 ＨＰ Ｖ ワ
ク チンに関する 情報を 周知する こ と で、
更なる 接種率の向上につなげていく 。

 予防接種業務
① HPVワ ク チン接種の状況
＜接種状況＞
（ 定期接種）
・ 接種率（ ％） ＝定期接種対象者の接種者数/定期接種対象者人口

R6年度（ 4~R7.1月） ： １ 回目17.4% 、 ２ 回目12.5% 、 ３ 回目2.6%
R5年度（ 4~R7.1月） ： １ 回目14.8% 、 ２ 回目8.2% 、 ３ 回目5.0%

・ （ 参考） 国基準接種率（ ％） ＝定期対象者の接種者数/中１ 女子人口
R6年度（ 4~R7.1月） ： １ 回目86.5% 、 ２ 回目62.3% 、 ３ 回目12.7%
R5年度（ 4~R7.1月） ： １ 回目73.4% 、 ２ 回目40.7% 、 ３ 回目24.8%

（ キャ ッ チアッ プ）
・ 接種率（ ％） ＝キャ ッ チアッ プ対象者の接種者数/キャ ッ チアッ プ対象者人口

R6年度（ 4~R7.1月） ： １ 回目18.7% 、 ２ 回目18.7% 、 ３ 回目5.3%
R5年度（ 4~R7.1月） ： １ 回目 4.8% 、 ２ 回目4.4% 、 ３ 回目4.2%

＜周知啓発＞
（ 定期接種）
・ （ 新規） 市立小・ 中・ 高等学校等の接種対象者及び保護者に対し 、 学校を 通じ て子宮

頸がんによ る 健康被害状況、 ワ ク チンの安全性・ 有効性を 正し く 理解し ていただく た
め、 案内チラ シやリ ーフ レ ッ ト で周知し た。

・ 接種勧奨通知の個別送付： 小学６ 年生～高校１ 年生相当11,067人
（ キャ ッ チアッ プ）
・ 年度当初に接種未完了者を対象に接種勧奨はがき の個別送付： 26,439人
・ キャ ッ チアッ プ接種期間の経過措置と し て接種期間が１ 年間延⾧ さ れたため、 当該期

間に１ 回も 接種し ていない方に改めて接種勧奨はがき を送付： 20,387人
（ 令和４ 年４ 月１ 日～令和７ 年３ 月31日の間に１ 回以上接種し た方は令和８ 年３ 月31

日ま で無料で接種でき る ： 合計３ 回の接種完了ま で）
（ 定期・ キャ ッ チアッ プ共通）
・ 市広報紙、 動画、 市ホームページでＨＰ Ｖ ワ ク チン 接種に関する 周知を 行った。

予防
接種
事業
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１ ． 静岡市感染症予防計画の主な取組と 評価を踏ま えた対応

評 価 と 対 応令和６ 年度の状況項目

②新型コ ロ ナウ イ ルス ワ ク チン接種の状況
＜接種状況＞
（ 評価）
・ 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症は、 昨年度と 比較し 、 大き な流行が

見ら れず、 接種者数が少なかったと 考えら れる 。
・ 全国的にも 接種率が低調だった。
（ 対応）
・ 接種を 希望する 方が確実に接種でき る よ う 、 定期接種の周知を

今後も 継続し ていく 。

③（ 新規） 帯状疱疹ワ ク チン 接種の状況
（ 評価）
・ 様々な広報媒体を 活用し 、 助成制度を 周知し たこ と で対象者に

必要な情報が伝わっている こ と 、 対象者にと って関心が高い疾
病である こ と から 、 申請数と 接種者数は順調に伸びている 。

（ 課題）
・ 令和７ 年度から 定期予防接種と 市独自の助成制度を並行し て実

施する ため、 市民に分かり やすい情報発信が必要である 。
（ 対応）
・ 定期予防接種及び助成制度に関する 案内チラ シを 作成し 、 組回

覧、 公共施設等への配架する と と も に、 定期接種対象者に接種
券・ 定期接種の案内を 送付する 。 ま た、 市広報紙や市ホーム
ページ等を活用し た情報発信を 積極的に行う 。

②新型コ ロ ナウ イ ルス ワ ク チン接種の状況
＜接種状況（ 65歳以上） ＞
・ （ 参考） 特例臨時接種99,945人（ 令和５ 年秋接種）
・ 定期接種28,424人（ １ 月接種分ま で）

接種率： 13.5％（ １ 月接種分ま で）
・ 市広報紙、 動画、 市ホームページ、 チラ シ（ 市公

共施設に配架） 、 組回覧、 ラ ジオ等によ り 定期接
種に関する 情報を 周知し た。

③（ 新規） 帯状疱疹ワ ク チン接種の状況（ 10月～）
＜接種・ 申請状況＞
・ 接種回数 9,885回（ １ 月接種分ま で）

（ 接種回数内訳： １ 回目7,867回、 ２ 回目2,018回）
・ 申込状況 11,259人（ ３ 月４ 日時点）

＜周知啓発＞
・ 市⾧定例記者会見、 市広報紙、 動画、 市ホーペー

ジ、 チラ シ（ 市公共施設に配架） 、 組回覧、 ラ ジ
オ等によ り 定期接種に関する 情報を周知し た。

予防接種施策
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評 価 と 対 応令和６ 年度の状況項目

 結核予防の推進及びま ん延防止
①DOTS（ 直接服薬確認療法） によ る 、 多剤耐性結果核の発生防止及
び治療完遂に向けた服薬支援
・ 脱落者はおら ず、 定期的な服薬ができ ている こ と を確認し ている 。

②結核患者接触者健康診断実施状況
（ 課題）
・ 高齢者施設については、 定期健診を 実施し ていない、 ショ ート ス テ

イ やデイ サービス 利用者が施設を 利用する 際に、 施設利用者に感染
さ せる ケース がある ため、 入所者以外の利用者にも 健診を実施する
よ う 更なる 呼びかけが必要である 。

・ 近年、 外国生ま れの患者数が増加し ており 、 本市においても 結核患
者の約４ 割を 占めている 。 特に、 学校や施設において外国籍の方が
健診診後のフ ォ ロ ー体制ができ ておら ず、 結核を 発症し ている こ と
を 知ら ずに感染さ せてし ま う ケース が見受けら れる ため、 健診後の
フ ォ ロ ー体制整備が必要である 。

（ 対応）
・ 今後も 65歳以上の方への個別勧奨や居宅介護支援事業所等への受診

勧奨依頼を行っていく 。
・ 外国生ま れの方が在籍する 学校や高齢者施設に対し 、 今後も 継続的

に定期健康診断の実施、 健診結果を 踏ま えたフ ォ ロ ー体制整備を 徹
底する よ う 、 呼びかけていく 。

＜参考＞水際対策について
・ 国内において、 外国生ま れの患者数が増加傾向にある ため、 渡航し

て中⾧期在留すよ う と する 者に、 結核を 発症し ていないこ と の証明
を 求める 「 入国前ス ク リ ーニング」 を 実施する こ と と なっ た。

・ 対象国は、 結核患者数が多いフ ィ リ ピ ン、 ベト ナム、 イ ンド ネシア、
ネパール、 ミ ャ ン マー及び中国で、 令和７ 年３ 月以降準備の整っ た
対象国から 開始する こ と と なった。

 結核予防の推進及びま ん延防止
①DOTS（ 直接服薬確認療法） によ る 、 多剤耐性結核の発生
防止及び治療完遂に向けた服薬支援：

124人（ 継続率100％） （ 2月19日時点）
②結核患者接触者健康診断実施状況：

対象者504人（ う ち健診実施済み431人） （ 2月19日時点）
＜大規模接触者健康診断実施状況＞
（ 施設Ａ ： 高齢者施設）
・ 利用者１ 名が高感染性の結核を 発症、 95名に接触者健診

を 実施し 、 10名の感染を 確認し た。 （ 健診終了）
（ 施設Ｂ ： 学校） 【 集団感染事例】
・ 利用者１ 名が高感染性の結核を 発症、 136名に接触者健診

を 実施し 、 46名の感染を 確認（ う ち発症者７ 名） し た。
・ 感染率が高いため、 当初よ り 対象者を拡大し 、 追加検診

を 実施し た。
・ 初発患者が⾧期間排菌し ていたため、 患者と 接触し た直

後、 3ヶ 月後、 6ヶ 月後に健診を 行う こ と と し た。
・ ＜健診の周知＞
・ 65歳以上の方に対し 、 個別の受診勧奨を 通知： 217,332人
・ 居宅介護支援事業所に対し 受診勧奨依頼を 送付： 258か所
③健診及び健診後のアフ タ ーフ ォ ロ ーの実施
・ 特に、 集団生活を 営む高齢者施設で感染する ケース が多

いため、 施設管理者に対し 、 利用者に定期的な健康診断
の実施、 その後の精密検査等の適切な受診勧奨を 実施す
る よ う 呼びかけた。

・ 集団感染事例と なっ た施設に対し 、 健康診断の徹底及び
健診後のフ ォ ロ ー体制を 徹底する よ う 指導し た。

・ 集団感染事例については、 健診を ３ 回行う ため、 不満を
強く 訴える 対象者も いたが、 健診の必要性を 伝える な
ど 、 丁寧な対応・ 説明を 行っ たこ と で対象者全員が健診
を 実施し ている 。

結
核
対
策
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２ ． 特に総合的に予防対策を推進すべき 感染症対策における 取組と 評価を踏ま えた対応



３ ． 静岡市感染症対策協議会の今後の進め方
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【 機密性 2 情報】  

鷲見学（ すみま なぶ） 略歴  

1971 年 8 月 9 日名古屋市生ま れ 53 歳 

 

１ ９ ９ ６ 年  名古屋大学医学部卒業 

１ ９ ９ ６ 年  国立病院にて研修医と し て勤務 

２ ０ ０ ４ 年  公衆衛生学修士（ MPH） 取得（ ハーバード 大学公衆衛生大学院）  

２ ０ ０ ７ 年  医学博士取得（ 名古屋大学大学院）  

１ ９ ９ ７ 年  厚生労働省入省 

※ 診療報酬， 食品安全， 精神保健， 国際保健など 担当 

２ ０ ０ ０ 年～２ ０ ０ ３ 年 環境省環境安全課 

２ ０ ０ ８ 年 WHO 本部事務局 

２ ０ １ １ 年 厚生労働省健康局がん対策推進室⾧  

２ ０ １ ２ 年 厚生労働省食品安全部国際食品室⾧    

２ ０ １ ４ 年 国際連合日本政府代表部参事官 

２ ０ １ ７ 年 外務省国際協力局国際保健政策室⾧  

２ ０ ２ ０ 年 厚生労働省健康局健康課⾧  

２ ０ ２ １ 年 厚生労働省医政局地域医療計画課⾧  

２ ０ ２ ３ 年 内閣官房内閣感染症危機管理統括庁内閣審議官 

２ ０ ２ ４ 年 7 月～ 厚生労働省健康・ 生活衛生局感染症対策部⾧ （ 現職）  

資料２  


